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トーヨーカネツ株式会社（以下「当社」といいます。）、トーヨーカネツプラント事業分割準備株

式会社（以下「プラント事業分割準備会社」といいます。）は、2026 年 5 月 15 日付で吸収分

割契約を締結し、効力発生日を 2027 年 4 月 1 日（予定）として、当社の営むプラント事業

に関して有する権利義務をプラント事業分割準備会社に承継させる吸収分割（以下「本吸収

分割」といいます。）を行うことにいたしました。

本吸収分割に関する会社法第 782 条第 1 項及び会社法施行規則第 183 条に基づく

開示事項は、以下のとおりです。 

1. 吸収分割契約の内容（会社法第 782 条第 1 項）

別紙 1 に記載のとおりです。 

2. 会社法第 758 条第 4 号に掲げる事項についての定めがないことの相当性に関する

事項（会社法施行規則第 183 条第 1 号イ）

本吸収分割に際して、プラント事業分割準備会社は、当社に対し、株式その他の金銭等 

の交付を行いませんが、プラント事業分割準備会社は、当社の完全子会社であることか 

ら、相当であると判断いたします。 

3. 会社法第 758 条第 8 号に関する事項（会社法施行規則第 183 条第 2 号）

該当事項はありません。 

4. 吸収分割会社の新株予約権者に交付する新株予約権に関する事項についての定めの

相当性に関する事項（会社法施行規則第 183 条第 3 号）

該当事項はありません。 

5. 吸収分割承継会社についての次に掲げる事項（会社法施行規則第 183 条第 4 号）



 

(1) 吸収分割承継会社の成立の日における貸借対照表の内容（同号イ） 

 

別紙 2 に記載のとおりです。 

 

(2) 吸収分割承継会社の成立の日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容 

（同号ロ） 

 

該当事項はありません。 

 

(3) 吸収分割承継会社の成立の日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担 

その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（同号ハ） 

 

該当事項はありません。 

 

6. 吸収分割会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担 

その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規則第 183  

条第 5 号イ） 

 

該当事項はありません。 

 

7. 吸収分割が効力を生ずる日以後における吸収分割会社の債務及び吸収分割承継会社

の債務（吸収分割会社が吸収分割により吸収分割承継会社に承継させるものに限る。）

の履行の見込みに関する事項（会社法施行規則第 183 条第 6 号） 

 

本吸収分割の効力発生日後に予想される当社並びにプラント事業分割準備会社の資産

及び負債の額並びに収益状況について検討した結果、当社並びにプラント事業分割準備

会社においては、本吸収分割後も資産の額が負債の額を上回ることが見込まれておりま

す。また、事業活動において、負担する債務の履行に支障を及ぼすような重大な変動を生

じる事態の発生は現在のところ予測されておりません。 

以上より、本吸収分割の効力発生日以後における当社の債務及びプラント事業分割準備

会社の債務について、履行の見込みがあるものと判断しております。 

 

以 上  



 

  

別紙 1（吸収分割契約書） 

（添付のとおり） 

   











 

別紙 2（吸収分割承継会社の成立の日における貸借対照表） 

 

プラント事業分割準備会社                               （単位：百万円） 

科目 金額 科目 金額 

流動資産  流動負債 － 

現金及び預金 １００   

固定資産 － 固定負債 － 

  負債合計 － 

  株主資本  

  資本金 １００ 

  純資産合計 １００ 

資産合計 １００ 

 

負債純資産合計 １００ 
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